












































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 平成３０年７月豪雨災害により、深山浄苑の稼働を休止しているため、緊急措置と 

して、令和５年３月末現在、し尿については下松市衛生センター、浄化槽汚泥につい 

ては周南浄化センターへ搬入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年３月末現在、深山浄苑は稼働を休止しており、し尿及び浄化槽汚泥の安定的 

 かつ効果的な処理機能の確保が課題となっています。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）し尿及び浄化槽汚泥は、深山浄苑で適正な処理を行い、し渣及び脱水ケーキにつ

いては焼却処分し、焼却灰は委託により有効活用を図っています。今後も、性質や処理

量の変化に対応した効率的かつ適正な処理を行うとともに、定期的な検査・測定を実施

し、周辺環境に配慮した施設の維持・管理を行います。 

（２）下水道施設において、下水とし尿等の共同処理を行うため、し尿等受入施設（処

理能力：36kl/日）の整備を進めていきます。 
























